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　共済組合では、貯金加入者か
らお預かりした資金で国債・地
方債・社債・諸債券などの債券
を購入し、運用しておりますが

（右図参照）、貯金残高の増加や
低金利の影響により運用利回り
が年々低下していることから、
年利 1.5％の支払利率の維持が厳
しい状況にあります。

　特別償還【一部繰上償還】または償還期間等変更を希望する方は、申請書等を６月５日（共済組合必着）までに

提出してください。

　書類は共済事務担当課または共済組合ホームページでダウンロードすることができます。

　なお、住宅借入金等特別控除の適用となっている方で、一部繰上償還または償還期間の変更をしたことにより、

償還期間が 10 年（120 回）未満となった場合は「住宅借入金等特別控除」の対象外となりますのでご注意ください。

・解約金は２回目に送金します。

・「貯金払戻（解約）請求書」の締切日は各所属所により異なります
ので、共済事務担当課までお問い合わせください。

・払戻限度額は前月末の残高となりますので、請求書を提出する際
は、払戻額が限度額を超えていないことをご確認ください。

区分 １回目 ２回目

５月 15 日（火） 30 日（水）

６月 15 日（金） 28 日（木）

７月 13 日（金） 30 日（月）

■払戻及び解約金 送金日

貯金事業からのお知らせ

貸付事業からのお知らせ

●特別償還【一部繰上償還】について 
　償還方法が期末勤勉手当併用償還の場合、一部繰上償還は６月・12 月の年２回となっております。
　ご希望の方は、「全部・一部繰上償還承認申請書」を提出してください。
　後日、振込依頼書等を送付しますので、６月 27日までに償還金の振込みをお願いします。

●償還期間等変更について 
　住宅貸付等を受けている方は、年２回（次回締切は 12 月５日）、残存する償還回数の範囲内で、期間の短縮や毎月・
期末勤勉手当償還の割合を変更することができます。
　ご希望の方は、「住宅（災害）貸付金償還期間等変更申出書」を提出してください。
　なお、今回申し出のあった変更については、７月償還分から適用となります。後日、新しい「個別償還明細表（償
還表）」を送付しますので確認をお願いします。

期末勤勉手当併用償還をしている方へ

住宅・災害（災害家財を除く）・在宅介護対応住宅・特例災害貸付を償還している方へ

028 － 615 － 7805
上記記事に関する
お問い合わせは

総務課福祉係
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国債

〔利付国債〕
186.5 億円（40.25％）

地方債
〔栃木県公債・
群馬県公債など〕
13.0 億円（2.8％）政府保証債

〔日本高速道路保有債務返済機構債〕
34.0 億円（7.33％）

財投機関債
〔公営企業債・
国際協力機構債など〕
138.8 億円（29.98％）

社債 
〔東日本旅客鉄道社債・
東海旅客鉄道社債など〕
91.0 億円（19.64％）
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支払利率

有価証券残高
（平成29年度末）

463.3億円

「共済貯金の支払利率」について 

　組合員（任意継続組合員を除く）であれば、いつでも加入することができますので「貯金加入申込書及び印鑑届」に必要事
項を記載し、共済事務担当課へご提出ください。
　なお、共済貯金は、預金保険機構に加入している金融機関とは異なり、ペイオフの対象にはなりませんのでご理解のうえご
加入をお願いします。
　また、万一の場合に備え、法令に基づき貯金額の５％を「欠損金補てん積立金」として積立てており、「欠損金補てん積立金」
とは別に積立金も積立てております。

「共済貯金の加入」について 


